
 
報 第１号 
 

知事の専決処分に対する意見について 
 
 知事が地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条の規定により専決処分を行
う教育委員会関係の事案について，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭
和 31 年法律第 162 号）第 29 条の規定によって知事から意見を求められ，教育長に
対する権限委任規則（昭和 53年広島県教育委員会規則第１号）第３条第１項の規定
によって，同意する旨回答することについて臨時に代理したので，同条第２項の規
定により報告し，承認を求めます。 
 
 

  令和元年８月９日 
 

広島県教育委員会教育長  平 川 理 恵  
 
 

１ 臨時に代理した理由 
広島県高等学校等奨学金償還金に係る滞納者に対し，償還金及び督促手続費

用を支払わなければならない旨の訴えを提起することについて，知事からの意
見聴取に早急に回答する必要が生じたが，教育委員会会議を招集する暇がない
と認め，教育長が臨時に代理したものである。 

 
２ 専決処分の内容 

  広島県高等学校等奨学金償還金等の支払に係る訴えの提起計３件   P １～ ５ 
 
３ 臨時代理年月日 

  令和元年７月 29日 
 
４ 意見聴取の内容 
  別紙のとおり 
 
５ 根拠規定 
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条 

   （教育委員会の意見聴取）  
第 29 条 地方公共団体の長は，歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係

る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべ
き事件の議案を作成する場合においては，教育委員会の意見をきかなけ
ればならない。 

(2) 教育長に対する権限委任規則第３条 
第３条 教育長は，第１条各号に掲げる事項について，緊急を要する事案で，

かつ，教育委員会の会議を招集する暇がないとき又は同会議が成立しな
いときは，当該事項を臨時に代理することができる。 

２ 教育長は，前項の規定により臨時に代理したときは，その事務の管理及
び執行の状況を次の教育委員会の会議に報告し，その承認を求めなけれ
ばならない。 












